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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

　
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
置

等
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
当
該
区
域
内
に
お
い
て
放
置
等
を
禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和

二
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

漁 

港 

名

放 

置 

等 

禁 

止 

区 

域

放 

置 

等 

禁 

止 

物 
件

小
祝
漁
港

漁
港
区
域
（
別
図
に
示
す
区
域
）

陸
　
　
域

水
　
　
域

船
舶
、
は
し
ご
、

浮

桟

橋

、

ブ

イ

（
浮
標
）

漁

船

を

除

く

船

舶
、
は
し
ご
、
浮

桟
橋
、
ブ
イ
（
浮

標
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
大
分
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
甲
種
漁
港
施
設
の
使
用
に
当
た
り
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定

し
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

漁
　
　
港
　
　
名

許
　
　
可
　
　
施
　
　
設

小
祝
漁
港

指
定
施
設
四
〇-

1
.5

物
揚
場
内
番
号
二
〇
か
ら
二
八
ま
で
で
示
さ
れ
た
区

域
（
別
図
に
示
す
区
域
）

指
定
施
設
四
二-

1
.5

物
揚
場
内
番
号
一
〇
か
ら
一
九
ま
で
で
示
さ
れ
た
区

域
（
別
図
に
示
す
区
域
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）


